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研究成果の概要（和文）：本研究はインドの司法積極主義を可能にしている公益訴訟の条件とその社会経済的影
響を検討した。主な成果は、第一、社会的弱者層の権利保護のために開始された公益訴訟も誕生から30年余りを
経て社会一般の公共問題を中心とするに至っており、弱者層の利害に反する判決すら散見される段階にあるが、
これは公益訴訟が訴訟手続を柔軟化してきたために生じている。第二、経済的合理性に加えて環境権や生命に対
する権利などを充実させる役割を公益訴訟が果たしてきたことも確かである。第三、公益訴訟の制度的基礎は強
いことが確認され、今後もインドの社会発展において重要な役割を果たしていくと考えられる。

研究成果の概要（英文）：Public interest litigation (PIL) in India, which appeared in the late 1970s,
 has been widely studied as the most progressive judicial activism and as a significant movement for
 delivering justice to the weaker sections of society. Since the first decade of the 21 century, 
however, some PIL cases have resulted in the rights of the poor being ignored, contrary to the 
original purpose of PIL. In this back ground, this research attempted to understand what makes the 
judiciary possible to pursue PIL and how PIL has reflected and affected the development of the India
 society. First, this research found that the informalisation of procedure and remedy in writ 
jurisdiction itself is the core factor in the conservative turn of PIL. Second, yet, PIL has 
delivered justice to the poor and guaranteed various social rights against the political inertia. 
Third, as PIL has become rooted in the Indian society, it is highly likely that it will keep playing
 an important role in her development.

研究分野： 開発法学、開発経済学、南アジア地域研究
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１．研究開始当初の背景 
(1) インドでは公益訴訟と呼ばれる訴訟形
態を中心に世界にも類をみない司法積極主
義が定着して３０年以上が経過した。これに
ついて、とくに比較法や憲法学、アジア法学
の領域で、西欧法のアジア的変容という観点
から、また第三世代の人権という観点から、
研究が蓄積されてきた。とくに強調されたの
は西欧法的な対審型手続を字も読めないよ
うな貧困層のために最高裁がイニシアティ
ブをとって柔軟化してきた点である。 
 
(2) 学術的な領域では、法学のみならず、重
要な公共的な問題が政治の場で解決されず
に司法の場に持ち込まれるという政治の司
法化という観点から政治学においても、また
制度変化が社会や経済にどのような影響を
もたらすかという観点から経済学において
も関心が寄せられ、学際的な研究の機運が高
まっていた。 
 
(3) また、現実への影響として、このインド
の司法積極主義を参考に、バングラデシュ、
パキスタン、スリランカ、ネパールといった
南アジア諸国を中心に他の開発途上国にお
いても公益訴訟を展開させている国が出て
きており、社会的弱者層の権利を擁護する運
動として、インドの公益訴訟は各国から広い
関心を集めていた。 
 
２．研究の目的 
(1) インドの公益訴訟に関する先行研究に
おいては、おもに法学的関心から、基本権（自
由権・社会権）などの実体法にどのような解
釈の変化が生じているか、訴訟手続や救済手
段にどのような改革がもたらされたかが検
討されてきた。 
 
(2) そこで、本研究では、第一に、公益訴訟
がなぜ可能なのかという条件について法技
術的側面に加えて、より広い経済社会の変化
の中に位置づけ検討を行うことを目指した。
とくに訴訟で取り上げられる内容の傾向の
変遷の把握である。第二に、同時に、公益訴
訟がどのような影響を社会に与えてきてい
るかを考察することを目指した。社会的弱者
層擁護という目的が喧伝されているものの、
公益訴訟として持ち込まれる問題の現実の
利害関係は産業や一般市民などケースバイ
ケースで異なり、とくに環境問題に焦点をあ
てることを通じて訴訟の複雑な社会的影響
を考察することを目指した。第三に、この双
方向的な相互作用を把握することを通じて、
現代インドの諸相に新しい光をあてること
を目指した。 
 
３．研究の方法 
 
(1) 第一に、公益訴訟全体をサーベイし、定
量的かつ定性的に整理検討を行った。公益訴

訟は社会的弱者層のための訴訟としてその
展開が正当化されてきたが、今現在は環境問
題などより一般の公共的な政策や問題を扱
うフォーラムの一つとして機能する傾向が
強いように思われ、訴えの内容、訴えの形式
の双方の側面から公益訴訟の変化を検討し
た。 
 
(2) 第二に、公共的な政策が司法により扱わ
れ、社会経済的に大きな影響を持ったと思わ
れるケースの多い環境分野について、さらに
詳しくおよそ 200 件について担当裁判官、判
決要旨などを整理した。 
 
(3) 第三に、最高裁裁判官の任期や任命時の
年齢が影響している可能性を考え、独立以来
のおよそ200名の最高裁裁判官全員の任期を
整理した。 
 
(4) 第四に、公益訴訟のどのような点が参照
されているか、他の南アジア諸国および旧英
領系東南アジア諸国の司法審査制度の比較
検討を行った。 
 
(5) 第五に、国内、国外において研究発表、
研究交流を行い、発券および知見のクロスチ
ェック、再吟味作業を行った。 
 
４． 研究成果 
研究を実施して得た主な成果は以下の三点
だと考えている. 
(1) 社会的弱者層の権利を保護するために
開始された公益訴訟も、その内容は弱者の問
題から社会一般の公共的な問題に力点が移
動しており、さらに社会的弱者層の利害に反
する判断が下される例も 2000 年代に入って
散見される段階にきている。 
例えば、デリーでは、公益訴訟において、

環境保全の名のもとに、スラムの破却が司法
のイニシアティブで顕著に進み、スラム居住
者の居住権は顧みられない事例が頻発して
いた。こうしたことが生じる理由を検討し、
その主たる要因が貧困層のためという理由
で正当化された訴訟手続の柔軟化が司法の
裁量の余地を大幅に広げてきたことにある
ことを明らかにした。裁判官の価値観によっ
て判決の方向が大きく左右に振れてしまう
条件を皮肉なことに公益訴訟自体が司法の
手続的な裁量権を強めることにより作り出
していたのである。したがって、公益訴訟の
社会への影響は、社会的弱者層救済や公正性
などの、一定の価値に向かうものでは必ずし
もなく、いずれの方向へも働きうるというこ
とを明らかにした。 
この点は、下記、学会発表②、③、④およ

び図書①、その他②、③、④にて議論してい
る。 
 
(2) そうであるとしても、公益訴訟は、環境
問題を代表とする公共問題において、経済的



合理性に加えて、環境権や生命に対する権利
などの内実を充実させる権利アプローチと
でも呼ぶべき考え方が重要な役割を果たす
基礎の一つとして機能してきていることも
明らかにした。 
例えば、都市ごみ処理の問題では最高裁が

公益訴訟によりイニシアティブをとること
によりようやく 1990 年代後半に規則が制定
され、また飲料水の問題においては、最高裁
が飲料水のアクセスを基本権の一つと宣明
したことにより、水関連の問題が直接に最高
裁に持ち込まれ最高裁が関係行政機関を被
告として改善を迫るというパターンが確立
されている。このように公共的な問題が環境
や生命に対する権利という基本権にかかわ
ると捉えられることにより、公益訴訟におい
て継続的に、あるいは繰り返し、取り上げら
れる回路が存在していることが、行政府が重
い腰を上げそうした個別分野の問題に取り
組むことに寄与している。 
この点は、下記、学会発表①、図書①にて

発表している。 
 
(3) 公益訴訟の制度的、組織的基礎は、司法
部自身により一貫して強められていると看
取され、公共問題が権利という観点から議論
され潜在的には執行されうる手段として、今
後もインドの社会発展において公益訴訟は
重要な役割を果たしていくと考えられる。ま
た、公益訴訟を可能にしている制度的・組織
的基盤は植民地期の法制度また裁判所制度
の整備と現地化にまで遡ると考えられる。 
例えば、上位裁判所の裁判官の任命方法に

ついて政権の関与を強めるための憲法改正
が2015年に公益訴訟において即座に争われ、
最高裁はこの憲法改正を司法の独立を侵害
しうるものとして違憲無効とした。この事例
は一方で公益訴訟がこうした統治機構の問
題を含む公共問題を争うフォーラムとして
強く機能していることを示すと同時に、他方
で公益訴訟が司法が独自の判断を下す機会
と根拠を与えていることをも示している。 
この点は、下記、雑誌論文①、学会発表①、

②、③、④、図書①、その他①、②、③、④
にて発表している。 
 
(4) 以上が三つの主な発見であるが、これら
の発見を基礎として、他の開発途上国はこの
ようなインドの経験についてどう学ぶべき
か、ということについて考察を進めた。 
 インド公益訴訟は無視され虐げられてい
る貧困層の権利を擁護する運動としてモデ
ルとすべきものとする論調が 1990 年代まで
は支配的であった。これに対して本研究は、
インド公益訴訟は矛盾を孕んだものである
ことを示した。つまり、確かに一方でインド
公益訴訟は訴訟手続を柔軟化することで弱
者の権利を擁護し、公共問題の改善に司法部
が貢献する道を開いてきた。その意味で法の
支配の深化に貢献してきたといえる。しかし、

同時に、訴訟手続の柔軟化は裁判所の恣意専
断の余地を広めてしまうという側面ももつ。
つまり、裁判を司る者の権力を縛るために考
案され蓄積されてきた訴訟手続を柔軟化す
るということは、法の支配をゆがめるという
側面ももつということである。インド公益訴
訟にはこうしたアンチノミーがあることを
本研究により明確に把握することができた
と考えている。 
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